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用用地地調調査査継継続続中中！！  

 

今
年
度
も
引
き
続
き
用
地
調
査
を
実
施
し

て
い
き
ま
す
。 

 

昨
年
度
ま
で
に
地
権
者
並
び
に
各
地
区
の

皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
、
調
査
面
積
全
体
の
約

五
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
終
え
ま
し
た
。 

 

平
成
十
七
年
度
は
全
体
の
約
九
十
四
パ
ー

セ
ン
ト
ま
で
行
う
予
定
で
す
。
併
せ
て
未
調
査

の
建
物
等
の
調
査
も
行
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
山
林
地
域
で
の
調
査
が
多
く
な
り
、

天
候
に
よ
っ
て
は
足
元
が
悪
い
場
合
も
あ
り

ま
す
が
、
境
界
立
会
時
も
安
全
に
留
意
し
て
進

め
ま
す
。
調
査
は
順
次
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

地
権
者
等
関
係
の
方
に
は
境
界
立
会
を
依
頼

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。 

立会状況 

※ 用地調査は、買収の対象となる土地を含めた必要な範囲について調査しています。 
上図着色部分は、用地調査範囲を表しており、買収範囲ではありません。 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

付付替替道道路路ににつついいてて～国道 257号路線測量中～ 
 

設
楽
ダ
ム
建
設
に
伴
い
付
け
替
え
る
道
路

計
画
を
一
昨
年
よ
り
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
が
、
現
在
は
国
道
２
５
７
号
の
路
線
測
量
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
地
区
説
明
会
や
回
覧
等
で

お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
図
上
で
決
定
し

た
付
替
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
測
量
（
中
心
線
、
縦

断
、
横
断
）
し
、
今
後
の
道
路
設
計
や
用
地
幅

を
検
討
す
る
の
に
必
要
な
成
果
を
得
る
も
の

で
す
。 

 

現
地
作
業
（
中
心
杭
、
見
通
し
杭
設
置
） 

 

は
、
８
月
中
旬
に
は
終
え
る
予
定
で
進
め
て

お
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。 

 

今
後
、
県
道
２
路
線
（
瀬
戸
設
楽
線
、
小
松

田
口
線
）、
町
道
、
林
道
計
画
に
つ
き
ま
し
て

も
関
係
機
関
と
調
整
し
、
住
民･

地
権
者
の

方
々
等
の
ご
理
解
を
得
な
が
ら
、
順
次
進
め
て

い
く
予
定
で
す
。 

余 
 

話 

 

今
年
は
、
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
東
海
地
方
の
主
要
ダ
ム
上

流
域
の
降
雨
量
が
、
例
年
に
比
べ
て
少
な
く
、
東
海
地
方
各
地
の
主

要
ダ
ム
で
取
水
制
限
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。中
部
地
方
整
備
局
は
渇

水
対
策
本
部
を
設
置
、
豊
川
用
水
で
も
三
年
ぶ
り
に
節
水
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。 

  

こ
の
地
方
の
渇
水
情
報
は
中
部
地
方
整
備
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

(http://w
w

w.top-ip.or.jp/~kasenbu/kassui/index.htm
l) 

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

「
地
域
総
合
支
援
室
」
に
つ
い
て 

  

中
部
地
方
整
備
局
は
、
各
事
務
所
に
地
域
総
合
支
援
室
を
設
置
し

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
支
援
の
拡
充
や
相
談
し
や
す
さ

の
向
上
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
昨
年
の
大
規
模
災
害
や
今
年
の

公
共
工
事
の
品
質
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
を
受
け
た
も
の
で

す
。
支
援
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

○ 

地
域
作
り
に
関
す
る
相
談 

○ 

河
川
、
道
路
、
港
湾
行
政
に
関
す
る
相
談 

○ 

公
共
建
築
に
関
す
る
相
談 

○ 

災
害
情
報
普
及
に
関
す
る
支
援 

● 

防
災
に
関
す
る
支
援 

● 

災
害
時
の
支
援 

● 

発
注
に
関
す
る
技
術
的
支
援 

 
 

（
●
が
今
回
、
拡
充
し
た
も
の
で
す
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担
当
：
副
所
長
（
技
術
） 


